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自らへの財産分与を求める審判の申立人に対して相手方への財産分与を命じることの
可否

事実の概要

　Ｘ女とＹ男は、平成 29 年 8 月 9 日に協議離婚
をした。離婚成立後、ＸとＹは、離婚に伴う財産
分与等について、それぞれ弁護士を代理人に選任
して折衝するなどした。
　Ｘは、令和元年 8月 7日、Ｙを相手方として、
財産分与請求の調停の申立てをした（以下、「本件
調停」という）。Ｙは、本件調停は直ちに不成立と
すべきである旨主張し、さらに、本件調停が審判
手続に移行した後に求める審判の趣旨として、Ｘ
がＹに対し相当額を支払うよう命ずることを求
め、Ｘに対して財産分与に係る給付を請求する意
思を示すなどした。本件調停に係る事件は、同年
11 月 8 日に不成立により終了し、審判手続に移
行した（以下、Ｘの申立てに係る審判事件を「第 1
事件」という）。Ｘは、同月 14 日に本件の申立て
を取り下げたが、Ｙは、同月 21 日に異議を述べ
て取下げに同意しなかったため、取下げの効力を
生じなかった（家事 153 条参照）。その後、Ｙは、
離婚の時から 2年を経過した後である令和 2年 3
月 16 日に、Ｘを相手方として、財産分与を求め
る審判の申立てをした（以下、Ｙの申立てに係る審
判事件を「第 2事件」という）。第 1事件と第 2事
件は、原審において併合審理された。
　原審は、第 1事件および第 2事件に係る申立
てをいずれも却下する審判をした（広島家審令 2・
6・30 民集 75 巻 8 号 3596 頁参照）。第 1事件につ
いては、①財産分与について当事者間に協議が
調っていること、② ①をおくとしても、「財産分
与は、これを求める者の申立てに基づいて、家庭

裁判所が裁量によってその内容を形成するもので
あ」るところ、Ｘは財産分与請求権を放棄してい
るから「その内容を形成する必要はない」ことな
どが却下の理由である。また、第 2事件について
は、上記①に加え、③Ｙの申立てが民法 768 条 2
項ただし書に反した不適法なものであることが却
下の理由である。これに対し、Ｙが即時抗告した。
　差戻前抗告審は、第 1事件の申立てを却下す
る審判はＹが受けられる最も有利な内容であるた
め、Ｙに「不服申立ての利益があるとは認められ
ない」として第 1事件に係るＹの即時抗告を却
下し、第 2事件については原審の③の判断を支持
してＹの即時抗告を棄却した（広島高決令 2・10・
29 民集 75 巻 8 号 3600 頁参照）。そこで、Ｙが第
1事件についてのみ抗告許可の申立てをしたとこ
ろ、差戻前抗告審はこれを許可した。
　許可抗告審は、「財産分与の審判の申立てを却
下する審判に対し、夫又は妻であった者である当
該申立ての相手方は、即時抗告をすることができ
るものと解するのが相当である」として、差戻前
抗告審決定のうち、第 1事件に係る即時抗告を
却下した部分を破棄し、その部分につき事件を抗
告審に差し戻した（最決令 3・10・28 民集 75 巻 8
号 3583 頁）。本決定は、その差戻後抗告審決定で
ある。

決定の要旨

　紙幅の制約上、第 1事件についての原審の②
の判断に関する部分のみを取り上げる。
　「財産分与に関する処分の審判事件においては、
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分与を求める額及び方法を特定して申立てをする
ことを要するものではなく、単に抽象的に財産の
分与の申立てをすれば足り……、また、裁判所は
申立人の主張に拘束されることなく自らその正当
と認めるところに従って分与の有無、その額及び
方法を定めるべきものであるところ……審理の対
象が、基本的に離婚の際の夫婦共有財産の清算で
あって、当事者の一方から他方に対する分与の是
非並びに分与の額及び方法は、裁判所が当該清算
の結果等一切の事情を考慮してこれを定めること
とされていることからすると、裁判所において、
財産分与に関する処分の審判の申立人が給付を受
けるべき権利者となるように財産分与の内容を定
めるか、そうでなければ当該審判の申立てを却下
しなければならないものと解すべき理由はなく、
相手方が給付を受けるべき権利者となるような
財産分与を定めることも可能であると解される。
……もっとも、財産分与に関する処分の審判の申
立てが、当事者間に協議が調わないとき、又は協
議をすることができないときにされるものである
こと（民法 768 条 2 項本文）に鑑みると、審判
の申立人が自らが給付を受けるべき権利者である
と主張して相手方に対して給付を求める趣旨で申
立てをし、かつ、申立ての相手方が給付を求める
意思を有していない場合、すなわち、相手方が申
立人から給付を受けないものとすることにつき当
事者間に争いがない場合にまで、申立人に対して
相手方への給付を命じる必要はないと解される。
　以上を踏まえると、財産分与の処分に関する審
判の手続において、その審判の申立人が、自らが
給付を受けるべき権利者であると主張し、相手方
に対してその給付を求めたが、審理の結果、申立
人が給付を受けるべき権利者であるとは認められ
ず、かえってその相手方が給付を受けるべき権利
者であると認められる場合において、少なくとも
相手方が、当該審判の手続において、自らが給付
を受けるべき権利者であり、申立人に対して給付
を求める旨を主張しているときは、審判の申立て
を却下するのではなく、申立人に対して相手方へ
の給付を命じることができるというべきであり、
このことは、上記の場合において、申立人がその
申立て後に財産分与に関する処分の審判を求める
意思を有しなくなったとしても、そのことに左右
されるものではない。」

判例の解説

　一　財産分与請求権の法的構造の特殊性
　民法 768 条 1 項（同法 771 条において準用する
場合を含む。以下、「民法」の表記は省略する）によ
り「離婚をした者の一方」に認められる「相手方
に対して財産の分与を請求することができる」権
利は、財産分与請求権と呼ばれる。この財産分
与請求権は、「離婚によって当然生ずる請求権」１）

であると解されているが、離婚をした元夫婦、あ
るいはこれから離婚をしようとする夫婦のうちの
どちらがどれだけの
4 4 4 4 4 4 4 4 4

財産の分与を実際に受けるこ
とができるのかということが離婚時に明確になる
ような規定が設けられているわけではない。財産
分与請求権の具体的な内容については、当事者間
の協議や家庭裁判所の審判等があってはじめて明
らかになる構造となっている。このような「権利
としての法的構造の特殊性」２）は、財産分与制度
が創設されて間もない頃から認識されており、そ
の構造に関してさまざまな見解が唱えられた３）。
　最判昭 55・7・11（民集 34 巻 4号 628 頁）は、「離
婚によつて生ずることあるべき財産分与請求権
は、一個の私権たる性格を有するものではあるが、
協議あるいは審判等によつて具体的内容が形成さ
れるまでは、その範囲及び内容が不確定・不明確
である」と判示しており、判例は段階的形成権説
と呼ばれる見解をとるものと理解されている４）。
上記昭和 55 年判決が「具体的内容が形成される」
前の財産分与請求権をどのような権利として捉え
ているのかははっきりしないが、「単なる分与協
議請求権のごときものではなくて、やはり『実体
的権利』と解さざるをえない」５）との理解が一般
的である。しかし、「形成前の財産分与請求権は、
実体上の請求権あるいは権利・私権の名に値しな
い。中身のない抽象的財産分与請求権は実体的請
求権ではなく、その段階では夫婦のうち一方から
他の一方に対する協議請求権であり、家庭裁判所
に対する審判等申立権に過ぎないと解すべきであ
る」とする見解６）も存在する。

　二　財産分与事件の非訟事件としての特質と
　　　本件における問題の所在
　非訟事件である家事審判事件については、民事
訴訟に妥当する処分権主義が必ずしも妥当せず、
申立事項と判決事項との関係に関わる民事訴訟法
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246 条に相当する条文もなく、裁量性、後見性、
合目的性の見地から審理判断されるべきとされ、
申立ての特定の要請も申立ての趣旨の拘束力も必
ずしも強くないと解されている７）。このことは財
産分与の審判事件においても妥当すると解されて
おり、財産分与に関する「申立をするには、訴訟
事件における請求の趣旨のように、分与を求める
額および方法を特定して申立をすることを要する
ものではなく、単に抽象的に財産の分与の申立を
すれば足りる」とされる（最判昭 41・7・15 民集
20 巻 6 号 1197 頁）。また、「裁判所は申立人の主
張に拘束されることなく自らその正当と認めると
ころに従って分与の有無、その額及び方法を定め
るべきものであって、裁判所が申立人の主張を超
えて有利に分与の額等を認定」することができる
（最判平 2・7・20 民集 44 巻 5号 975 頁）。
　では、本件のように、申立人が自らが給付を受
けるべき権利者であると主張して相手方に対して
財産の分与を求める趣旨で申立てをしている場合
において、審理の結果、相手方が給付を受けるべ
き権利者であるとの判断に至ったとき、裁判所は、
相手方に対する財産分与を申立人に命じることが
できるのだろうか。本件において中心的な論点と
なったのがこの問題である。

　三　自らへの財産分与を求める申立人に対して
　　　相手方への財産分与を命じることの可否に
　　　関する裁判例・学説
　本決定以前の裁判例としては、東京高判平 7・4・
27（家月 48 巻 4 号 24 頁）が唯一のもののようで
ある。同判決は、離婚訴訟において妻が夫からの
財産の分与を求める附帯処分の申立てをしたのに
対し、申立てをしていない夫に対する財産分与を
妻に命じるものとなっている。同判決が命じた財
産分与は、清算的財産分与の対象となるべき財産
を妻が別居の際に持ち出し処分したことについて
の後始末を含んだものとなっている点で変則的な
ものであるが８）、同判決は「財産分与の非訟事件
性を重視し、当事者の申立には全く拘束力がない
という見地から、いずれの側からの申立であって
も、審判では、裁判所が後見的な立場から具体的
事案の解決に最も適した処分を形成することがで
きるという考え方に立つもの」９）と評されている。
　学説を見ても、本件の中心的な論点について言
及するものは多くない。「財産分与を求める申立

てをした場合において、逆に申立人に対して相手
方に財産分与を命じることは、少なくとも申立て
の範囲を超えると考えられる」との見解 10）が示
されている一方で、家事事件手続法の立案担当者
は、「財産分与の審判は、あるべき分与のあり方
はどうですかということを求める申立てであっ
て、申し立てられた側に分与を命じてもかまいま
せん」11）と発言している。
　なお、本件の許可抗告審決定は、相手方への財
産分与を命じることの可否について何ら言及して
いないが、同決定の担当調査官は、同決定の背後
には「財産分与の審判の申立てについて、裁判所
は、申立人から相手方への財産分与を命ずる審判
をすることができるという考え方があるのではな
いかと推測」している 12）。その上で、「財産分与
請求権の性質との関係という実体法上の観点」か
ら見ても、「家事法がそのような審判を許容して
いるか否かという手続法の観点」から見ても、「財
産分与の審判の申立てについて、裁判所が、申立
人から相手方への財産分与を命ずる審判をするこ
とができるものと思われる」13）と述べる。

　四　本決定の検討
　１　本決定の意義
　本決定は、自らへの財産分与を求める申立人に
対して相手方への財産分与を命じることにつき、
財産分与事件の非訟事件性（二参照）を重視する
立場から、可とする判断を示した。財産分与の目
的が「離婚後の当事者間の財産上の衡平を図る」
ことにある旨を条文に盛り込むよう提案されてい
ること 14）に鑑みると、可とする結論自体は首肯
できるものである。

　２　若干の疑問、残された課題
　しかし、可とする結論には疑問点や残された課
題もある。まず、768 条 1項の文言や申立書に実
際に記載される「申立ての趣旨」（家事 49 条 2 項
2 号）とは齟齬をきたす形で、財産分与事件にお
ける審理判断の対象（「審判物」とも呼ばれる）を
理解せざるを得ないことである。申立人に対して
相手方への財産分与を命じることを認めるという
ことは、「財産分与事件の審判物は、裁判所が正
当と認める財産分与の処分を求める権利」であっ
て、「申立人の相手方に対する抽象的な（給付の
内容が審判によって具体化されるべきである）財
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産分与請求権ではない」と理解することを意味す
る 15）。このような理解は、すでに家事事件手続
法の立案担当者等により示されていたものでは
あるが、768 条 1項の文言と相容れないだけでな
く 16）、財産分与調停・審判の申立書における「申
立ての趣旨」の実際の記載内容 17）とも相容れな
いことがほとんどであると思われる。
　また、可とする結論が、「相手方が申立人から
給付を受けないものとすることにつき当事者間に
争いがない場合」を除き、申立人の主張に拘束さ
れることなく、申立人と相手方のどちらが給付を
受けるべき権利者であるかを審理判断する義務を
裁判所に負わせることを意味するのであれば、当
事者の財産状況を裁判所が適正に把握することの
重要性を際立たせる。しかし、財産分与事件にお
いて、清算的財産分与の対象財産等を裁判所自
らが把握することには限界があり、「当事者主義
的な運用がなされて」いると指摘されている 18）。
家族法制の見直し審議において「財産に関する手
続法上の開示義務を課す規律」を設けることが検
討されているが 19）、その必要性は高い。
　なお、本決定は、相手方が「自らが給付を受け
るべき権利者であり、申立人に対して給付を求め
る旨」を主張しない反面、「相手方が申立人から
給付を受けないものとすることにつき当事者間に
争いがない」とまではいえない場合にも、審理の
結果に従い、相手方への財産分与を申立人に命じ
ることができるのか否かについては言及していな
い。財産分与事件の非訟事件性を重視すると、肯
定の結論が導かれるが、自らへの財産の分与を求
めている申立人にとっては不意打ちになるおそれ
がある。このことへの配慮も必要である。

　五　おわりに
　本決定の結論は、本件の許可抗告審決定から予
測し得たものであるが、民法における規律のあり
方と財産分与事件の手続上の規律のあり方の双方
を両睨みにした検討を迫るものである。もっとも、
財産分与の中核を占める「夫婦が婚姻中に有して
いた実質上共同の財産を清算分配」（最判昭 46・7・
23 民集 25 巻 5号 805 頁の表現）する作業は、本来、
（婚姻の終了に伴う）夫婦財産制の終了時における
作業として位置付けられるべきものであるから、
財産分与からは切り離して夫婦財産制の箇所にそ
の規律を設けること 20）が望ましい。この場合に

は、日本における離婚給付制度そのものについて
の抜本的な見直しが必要となる。
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